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「専修学校における学校評価ガイドライン」の改正について 

このことについて、別添のとおり文部科学省総合教育政策局から通知がありましたので、お知ら 

せします。 

学校教育法の一部改正において、専門課程を置く専修学校（専門学校）に①大学と同等の項目で

の自己点検評価の義務付け、②外部の識見を有する者による評価の努力義務化が措置（令和８年４

月１日施行）されました。 

これを踏まえ、平成25年度に策定された「専修学校における学校評価ガイドライン」について改

訂があり、改正学校教育法等を踏まえた具体的な学校評価の方法等が改めて示されています。 

改訂内容を踏まえて、円滑かつ適切に学校評価を行うようにお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担 当 私学振興担当 志和池（しわち） 

電 話 019-629-5042 

ﾌｧｸｼﾐﾘ 019-629-5049 
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